
4月巡回日

中央図書館自動車文庫 6539-3305

停車場所 日時

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

4/6（金）・5/9（水）
14:10～14:4０

淀川区役所西側
（十三東２-３）
三国小学校南門
（三国本町３－９）

4/11（水）
14：3０～15：3０

4/17（火）
14：15～15：15

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前(三国本町1-13)

4/18（水）
14：10～15：10

西中島小学校北門
(西中島7-14)

4/13（金）
14：00～14：45

三津屋公園
(三津屋南2-20)

4/20（金）
10：20～11：00

4/25（水）
13：25～15：00

十八条東公園（下水処理場西側)
南入口（十八条1-8）

4/7（土）・5/5（土）
10：20～11：50

アーベイン東三国5号館横
(東三国2-10)

移動図書館

4/24（火）
14：00～15：20

北中島小学校南門
(宮原5-3) 

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

4/3（火）・5/8（火）
11：25～12：10

〈相談場所〉 花と緑の相談は・・・区役所1階特設コーナー ひとり親家庭相談は・・・区役所2階
空家問題に関する相談は・・・区役所5階　 その他は・・・区役所4階相談室

法律相談

行政相談

花と緑の相談

行政書士
相談

空家問題に
関する相談

ひとり親
家庭相談

相談日 時間・受付など 問合せ先

電話予約制（先着16名）
相談日当日の9：00から受付
実施時間13:00～17:00
1人（組）30分

13:00～15:00
国機関の施策・制度の相談

13:00～15:00 ※予約優先
相続・許認可・届出等の相談
予約受付：10：00～17：00

9：15～17：30　事前予約
就業や自立支援・離婚前相談等

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6306-3307

保健福祉課
2階23番
6308-9423

9:00～17:30
面接または電話

9：00～17：30
窓口または電話

14:00～16:00

・)火(01・)水(4/4
・)火(42・)水(81

5/2(水)

4/2・5/7（月）

4/11・5/9（水）

月～金曜日
（祝日を除く）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

毎週水・木曜日
（祝日を除く）

法律相談予約専用
6308-9430

政策企画課
5階51番
6308-9683

市民協働課
4階41番
6308-9417

十三公園事務所 
6309-0008

人権相談

相談無料

専門相談員による相談は希望日時に調整
（事前予約制）
月～金曜日  9:00～20:30
日曜日・祝日 9:00～17:00

大阪市人権啓発・
相談センター
予約専用
6532‐7830
6531‐0666

コーナー
相 談

◎ 最先端のタブレット教材！
◎ 検定試験でニガテ分析！
◎ 定期テスト・受験対策もOK！

平成30年度から３年間実施！
年度替わり時も途切れず通えます！
安心してお申し込みください！ 

分からないを分かるに変える　ヨドジュクで君が変わる分からないを分かるに変える　ヨドジュクで君が変わる

先着順

◀区HPはこちら

区内在住の中学生
十三中学校・美津島中学校・東三国中学校
平成30年5月～平成33年（2021年）3月

　　　十三中学校　：火曜日・木曜日（定員30人）
　　　美津島中学校：水曜日・金曜日（定員40人）
　　　東三国中学校：月曜日・火曜日（定員30人）
　　　　1コマ目 19：00～20：10
　　　　2コマ目 20：15～21：25
　　　　※希望の時間帯を選択できます。

月10,000円（税込）
　　　★塾代助成カードを利用できる方は実質0円！

実施曜日

受講料

ヨドジュクヨドジュク

市民協働課（教育支援）4階41番 6308-9414

5月OPEN!
4月9日（月）募集開始！

(株)トライグループ（実施事業者）
0120-555-202

　　　（9：00～23：00 土日もＯＫ！）
※申込の際にはオペレーターに
　「ヨドジュク」とお伝えください。
※通塾の際に特別な配慮が必要な方
　は申込時にお申し出ください。

＝+ 家庭学習のサポート
学校の授業での「分からん」が「分かる!」に

少人数制での
個別指導[ [[ [

大阪市総合コールセンター 市政・区政へのご意見はお気軽に
市の制度や手続き、イベント情報、夜間・休日緊急のご案内などは、大阪市総合コールセンター「なにわコール」まで。
4301-7285　 6373-3302（8:00～21:00 年中無休）　 http://www.osaka-city-callcenter.jp/

政策企画課
6308-9683　 6885-053414
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保健福祉課（介護保険）3階31番 ６３０８-９８５９　介護保険料・介護保険負担割合証コールセンター ６123-7743

市民協働課（教育支援）4階41番　 6308-9415
答えは16面

問題 ４つの熟語が、裏返しになっています。
しかし、この４つのうち３つは、裏返しても正しい漢字にはなりません。
さて、裏返して１つだけ正しい漢字になる熟語はどれでしょう？

クイズで名人！  其の一 ～漢字うらがえしパズル～

　いつもご愛読ありがとうございま
す。おかげさまで広報誌「よどマガ！」
も創刊4周年を迎えることができまし
た。これからも取材で区内を駆け回
り、魅力いっぱいの淀川区情報を皆
さまにお届けしていきますので、よろ

当担報広（！すましい願おくし ：岡田）
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　ご不要になったマタニティウェア等を、区役所や環境
事業センターで展示し、必要とされる市民の方に無料で
提供します。皆さまからのご提供をお待ちしています。

　淀川区は、今年度から、区内６中学と連携した
「漢字名人育成計画」の取組を展開。
中学生の学力向上を応援します。

マタニティウェア・ベビー服・
子ども服 をおゆずりください！

≪受付できるもの≫
汚れがなく、再使用できるマタニ
ティウェア・ベビー服・子ども服
※少量でも受付します。事前に洗
濯などをお願いします。
　上記以外の衣類やベビー用品
等は受付できません。

◆電話申込の場合
職員がご家庭まで引取りに伺います。
◆窓口受付の場合
東北環境事業センターでは、月～土の８：30～
17:00の間、持込みを受付しています。

※年末年始を除く祝日も受付可能です。

東北環境事業センター 
〒５３３-０００６ 東淀川区上新庄１-２-２０ ６３２３-３５１１

受付方法

マタニティウェア・ベビー服・
子ども服

　65歳以上の方（介護保険第1号被
保険者）の介護保険料は3年ごとに
介護保険事業計画に基づき設定し
ています。平成30年度以降3年間の
介護保険料年額は次のとおりです。

●平成30年度以降3年間の介護保険料（年額）計算方法
基準となる月額保険料7,927円×12月＝年額
95,124円（基準額）

割たじ応に得所×）額年（）円421,59（額準基
合（0.5～2.0）
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平成30年度から介護保険料が変わります

介護保険料決定通知書を送付します
　介護保険の第１号被保険者の方（大阪
市にお住まいの65歳以上の方）で、口座
振替または納付書で保険料を納付いただ
いている方（普通徴収の方）には、介護保
険料決定通知書を４月中旬に送付します。
なお、年金から納付いただいている方（特
別徴収の方）には、保険料決定通知書を７
月中旬に送付します。

詳しくはこちら

◀

がんこおやじ
夢さん

◀

毎月1日から5日までの間に全戸配布でお届けしています。配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（ 6308‐9404）まで。
広報誌面へのご意見・ご感想は、お手軽なオンラインアンケートやメール、お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。

政策企画課（広報担当）５階５１番　 ６３０８-９４０４　 ６８８５-０５３４　 tl0009@city.osaka.lg.jp オンラインアンケートはＱＲコードから➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想
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淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
ホームページ

淀川区役所
ツイッター

　巨大災害もいつ発生するか予断を許さない状況です。区
民の安全と安心を守るため、しっかりと目標や計画を定
め、地域の皆さんと協働しながら実践的な防災訓練等に励
み、取組みの中で気付いた反省点はきっちりと振り返り、共
有して今後に活かしていく。
　セーフティプロモー
ション淀川区を確立
できるように頑張って
いきます。

　桜咲き、新緑が爽やかに色づく４月。春の訪れで、何だか
心がウキウキとしてきますね。
　さて、今月号では新高小学校のセーフティプロモーショ
ンスクール（以下ＳＰＳ）の取組みが特集されています。
　今回新高小学校では、学校安全（生活安全・災害安全・
交通安全）の推進を目的とした目標や計画を明確に設定
し、その目標と計画を達成するための組織整備と実践・協
働、さらに客観的根拠に基づいた評価の共有が継続さてい
ると認定され、SPS認証を受けることができました。
　この学校を「淀川区」と置き換えれば、まさに私のめざす
べき道が見えてくるように思います。
　「みんなの笑顔がつながるまち」も、まずは安全安心あっ
てこそ。

平成３０年度、スタート！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

4月号 No.048

▶新高小学校のSPS認証式に
て。児童の皆さんと一緒に
集合写真をパシャリ。

総 合 区・特 別 区ってなんだろう？連載
第3回

第3回目は「総合区の窓口サービスはどうなるの？」

11面に関連記事

15面のクイズの答え：国語

副首都推進局問い合わせ担当　 6208-8989　 6202-9355

淀川区がある第一区（仮称）ではこうなります！
第一区（仮称）の総合区役所・地域自治区事務所

総合区役所
＋

地域自治区事務所
（現在の淀川区役所） 地域自治区事務所

（現在の東淀川区役所）

総合区になって、窓口
サービスが不便に
なったりしないの？

住民の皆さんへの窓口
サービスは

地域自治区事務所で
引き続き行います。

窓口サービスは変わらな
いのね。それじゃあ総合区
役所は何をするの？

総合区役所では、総合区内の
まちづくりや区政全般に関す
る企画などの仕事を行います。
次はそれぞれの具体的な仕事
を見ていきましょう。

淀川区の皆さんへの窓口サービス
は、現在の淀川区役所が地域自治区
事務所となり、引き続き行います。

※地域自治区事務所は24区単位に設置され、その名称には、
　現在の区名を残します。


